
 

第１回教育委員会会議録 

 

日   時  平成 26 年 1 月 29 日 開会 13：30～閉会 15：10 

会 場 教育長室 

出 席 者 

山 田 律 子 委員長 

佐々木 義 朗 委員 

 阿 部 弓 枝 委員 

 明 石 光 正 委員 

宮 崎   肇 教育長 

参 与 

西 本 隆 史 教育部長 

島 倉 弘 行 教育部次長 

黒 川 淳 司 教育部次長（学校指導担当） 

小 田 賢 一 企画総務課長 

加 賀 屋 勝 生涯学習課長 

窪 田   聡 スポーツ課長 

 

書 記 堀田 企画総務課総務係長 

議 題 及 び 

議事の概要 
 別紙のとおり 
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ただ今から、平成 26 年第 1 回教育委員会会議を開催いたします。 

はじめに、議案の追加についてですが、「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第 24 条の 2 第 2 項の規定に基づく意見聴取に対する回答について」を議

案第２号として追加いたします。 

議案の追加の件についてよろしいでしょうか。 

 

一同了承 

 

会議録の承認についてお願いします。 

 

前回、12 月 24 日に開催されました第 13 回教育委員会会議は議案が 2 件、議

案第 1 号 学校給食費の改定について、議案第 2 号 千歳市教育に関する事務

の職務権限の特例に関する条例の制定に伴う条例案に対する意見聴取につい

て、いずれも原案通り議決されております。 

また、報告事項は、報告第 1 号 千歳市・指宿市青少年相互交流事業につい

て、報告第 2 号 平成 26 年成人式「はたちのつどい」の実施について、以上 2

件でありました。 

 

会議録承認の件よろしいでしょうか。 

 

一同了承 

 

教育長から報告をお願いいたします。 

 

1 月の定例校長会の内容についてご報告します。 

 １点目は、体力向上への取組ということで、平成 25 年度全国体力テスト結果

では、道内の子どもたちの体力は全国最低レベルでありました。千歳市におき

ましても低い結果となっております。昨年は悉皆調査であり、その前は抽出調

査であった。来年度はどうするか文科省でも決まっていないようでありますが、

千歳市では平成 26 年度も悉皆調査を行います。小学校においてはコーディネー

ション運動に積極的に取組むことや学校だより等において保護者等への啓発を

行うようお話ししました。 

２点目は、平成 26 年度当初人事であり、最終的には校長になるものは 16 名、

教頭は 13 名です。教頭試験を受ける人が少ないという状況が懸念されます。 

一般教職員の人事協議日程は資料のとおりです。 

３点目は、フッ化物洗口の実施についてということで、今年度に教頭 6 名に

集まっていただき検討していただいて、その結果、実施を目指すということに

なりました。市教委としては、平成 27 年度からの実施を目指して、平成 26 年

議題及び会議の概要 
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度は教職員、保護者への説明会を行っていきたいということで、北海道教育推

進計画においても、平成 29 年までに全小学校での実施を掲げています。 

４点目は、再任用者の配置についての留意事項ということで、この 3 月に退

職される方から 1 年間、正確には 61 歳までは無年金期間となります。このこと

から、道教委では当面の留意事項として、管内３地区のうち未経験地区がある

場合はその地区に配置となることとし、このことについて職員に周知するよう

お話ししました。 

５点目は、年末賃金確定闘争に対する統一行動による争議行為への対応です

が、ストは中止になりました。 

６点目は、学校給食費収納業務への協力ということで、給食費の収納にご協

力いただきたいというお願いをしました。 

７点目は、平成２６年度教育予算の新規と拡充の主なものについて説明をし

たのですが、これについては後程、説明があります。 

その他、先に開催しました成人式につきましては、前回よりも参加率があが

りました。50 数パーセントから 60 パーセントを超えております。次回へ向け

ては、個人への案内に加えて、会社や各組織等へも参加を促す文書を送付する

などの対応を考えていきたいと思います。 

ビデオレターは好評であったようです。 

体罰の調査を実施しており、結果の詳細はこれからなのですが、万一、該当

があるようであれば、私としては厳正に対応したいと思っております。 

 

私から、平成 25 年度全国体力テスト結果について補足説明させていただきま

す。小学校５年生男子では、握力とソフトボールを除いては全国平均を下回っ

ております。特に体前屈の柔軟性のところが非常に悪く、女子では、握力が少

し良いことを除いて全て全国を下回っております。 

中学生男子でも、小学校同様、低い状況となっています。女子は男子に比べ

て少し良い結果でしたが、全国平均を下回っております。 

この調査は、４月から７月までの学校の都合の良い時に実施しているのです

が、調査を全て実施するには２日から５日間かかるため、雪解け間もない時期

に練習もなく実施する学校が多い状態です。 

来年度は、運動会もおわり、しっかり体を動かしている時期に、やり方をき

ちんと説明をし、練習をして、実施するようにお願いをしているところです。 

 

体力と学力の関係については、連動しているという結果もありますので、体

力についてもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 

教員へのコーディナーション運動の講習が非常に好評であったということか

らも、市民をあげて盛り上げていけたら良いのではと思います。 
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他に教育長からの報告につきましてお伺いしたいことなどございませんか。 

 

それでは次に第 1 号議案について事務局から説明をお願いいたします。 

 

議案第１号、千歳市社会教育委員設置条例の一部改正についてご説明いたし

ます。 

提案理由でありますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律による社会教育法の一部改正に伴

い、社会教育委員の委嘱の基準を定めることを内容とする千歳市社会教育委員

設置条例の一部を改正する条例の制定について、平成 26 年第１回定例市議会に

上程するため、本案を提出するものであります。 

改正の内容ですが、第２条の見出しを「（委員）」に改め、同条に次の１項を

加えること、委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資す

る活動を行う者並びに学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

という条項を加えるものです。 

附則といたしまして、この条例は平成 26 年 4 月 1 日から施行するものです。 

 

補足説明いたします。新たに加える条項の説明がありましたが、この内容は

社会教育法で示されておりましたが、法改正により、自治体の条例で定めるこ

ととなりました。 

 

第 1 号議案についてよろしいでしょうか。   

 

一同了承（原案可決） 

 

次に議案第 2 号についてお願いします。 

 

議案第 2 号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 24 条の 2 第 2 項の

規定に基づく意見聴取に対する回答についてご説明申し上げます。 

提案理由ですが、平成 26 年千歳市議会第 1 回臨時会に付議された、第１号議

案「千歳市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定」について、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 24 条の 2 第 2 項の規定に基づき、

千歳市議会から意見を求められたため本案を提出するものであります。 

別紙の教育委員会から市議会への回答案として、平成 26 年 1 月 28 日付け千

議第 446 号により意見を求められました標記の件につきまして、教育委員会の

職務権限の一部を市長の職務権限とすることにつきまして、異議ない旨回答い

たします。との内容であります。 
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先日開催されました第１回臨時会の議案を別紙としてお配りしております

が、内容といたしましては、新たに平成 26 年 4 月 1 日から市長部局に観光スポ

ー部を設置し、従来は教育委員会で所管しておりましたスポーツに関する事務

を 4 月 1 日から市長が所管するといったところから、この条例を制定しようと

するものです。 

説明は以上であります。 

 

ＪＡＬマラソンに関することはどちらで所管するのでしょうか。 

 

ＪＡＬマラソンは体育協会が主体となった実行委員会形式で実施しているの

ですが、体育協会に関することも含め、全て市長部局が所管することとなりま

す。 

 

他にご質問等ございませんか。 

第２号議案については、議案のとおりとしてよろしいでしょうか。 

 

一同了承（原案可決） 

 

それでは、議案を終えまして、報告の第 1 号をお願いいたします。 

 

報告第１号、平成 26 年度教育予算についてご説明申し上げます。 

～資料により、平成 26 年度教育予算案の概要について説明～ 

 

予算確保に向けてご努力いただきましたことに感謝申し上げたいと思いま

す。 

 

勇舞中学校の教室への改修は、学校建設時点から予定していたことでしょう

か。 

 

学校建設当時の設計段階から将来の学級数増加に備えてスペースを確保して

いたものです。 

 

他にご質問等よろしいでしょうか。 

次に、報告第 2 号をお願いします。 

 

報告第 2 号、ソチ冬季オリンピック出場選手についてご報告いたします。 

ソチ冬季オリンピック出場選手のうち、当市に縁のある選手についてご報告

します。 
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スピードスケート女子ですが、穂積雅子選手は、福島県の出身でありますが、

小学校と中学校時代に千歳市に在住しておりました。 

平成 21 年には千歳市スポーツ奨励賞を受賞されており、平成 22 年にバンク

ーバー冬季オリンピックのチームパシュートで銀メダルを獲得するなどの功績

により、同年に千歳市民栄誉賞を受賞されております。 

ソチ冬季オリンピックでは、3000 メートルと 5000 メートルに出場いたしま

す。 

次に、石澤志穂選手ですが、千歳市に本社があります株式会社トランシスに

入社されております。ソチ冬季オリンピックでは、3000 メートルと 5000 メー

トルに出場いたします。 

次に、アイスホッケー女子の坂上智子選手、米山知奈選手、大澤ちほ選手は、

千歳市に本社がある株式会社ダイナックスに所属されております。 

教育委員会としましては、今月の 12 日に市民文化センターで開催されました

スケート連盟主催の穂積選手と石澤選手の壮行会に協力しております。また、

市庁舎の市民ホールに応援横断幕を設置しており、今週中には庁舎に応援の懸

垂幕を設置する予定であります。 

あわせてＡ３サイズのポスターを作成しまして、市内の小中学校や公共施設

等に掲示しております。 

また、２月９日にはスピードスケート女子 3000 メートルの開催にあわせまし

て、スケート連盟主催でテレビ応援観戦会を開催いたします。以上でございま

す。 

 

次に報告第３号をお願いいたします。 

 

報告第３号、第 38 回ちとせホルメンコーレンマーチの参加申込状況等につい

てご報告いたします。 

２月 11 日に青葉公園等を会場として開催する本大会の参加申し込み状況で

ありますが、１月 22 日現在で 382 名の参加がございましたが、確定数値といた

しまして 415 名の参加申し込み数となりました。 

ノルウェー王国大使館からの来賓参加として一等書記官がいらっしゃる予定

であります。 

以上でございます。 

 

次に報告第４号をお願いいたします。 

 

報告第４号、千歳市スポーツセンターにおけるネーミングライツ・スポンサ

ーの公募についてご報告申し上げます。 

千歳市スポーツセンターへの愛称付与等を通じまして、施設維持管理コスト
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の軽減とスポーツの振興、また、当該施設における市民サービスの向上等に資

することを目的として行うものであります。 

契約条件につきましては、条件の中に希望金額を入れる場合と最低金額を入

れる場合、若しくは何も入れない場合がございますけれども、この度は、応募

事業者の提案によることとしております。 

契約期間は 3 年以上 5 年以内、平成 26 年 4 月から愛称の使用を開始いたしま

す。 

ネーミングライツ・スポンサーの選定方法ですが、部に設置する広告審査委

員会において優先交渉権者を選定します。 

スケジュールですが、2 月 10 日で公募を締め切り、同月 14 日までに審査委

員会を開催して優先交渉権者を決定します。同月末までに協定を締結する予定

であります。 

以上であります。 

 

部に審査委員会を設置するとのことでありますが、メンバーはどのようにな

りますか。 

 

市に広告審査委員会の要綱がございまして、募集した各部で審査員会を設置

するということで、委員長が部長、副委員長が次長となり、関係する課長等が

委員となります。 

 

契約期間が満了して事業者が変わるとネーミングも変わることになるのです

か。市民に定着した愛称であれば継続した方が良いと思います。 

 

募集要綱の中で、再募集の際には現契約者に優先交渉権を持たせております。 

 

その他質問等ございませんか。 

それでは、本日の会議を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


